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「貸金業法について」のリンク用バナー変更のお願い 
 
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 5 月 1 日発行の月刊「ＪＦＳＡｎｅｗｓ5 月号」（Vol.39）でご案内しましたように、

改正貸金業法のキャラクター「新ルールくん」が、本年 5 月末をもちまして使用期間が

終了いたします。 
 それに伴い、現在リンクいただいている協会員の皆さまに、法改正専用ホームページ

（http://www.0570-051-051.jp/）の新しい『リンク用バナー』を準備いたしました。 
 つきましては、下記のとおり当協会ホームページに新しいバナーを掲載しております

ので、大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、ご確認の上、変更対応をよろしく

お願い申し上げます。 
 また、標記コンテンツのリンクを設定されていない協会員の皆さまにおかれましては、

積極的なリンク設定（無償提供）をお願いするとともに、消費者への利用促進のご協力

をお願い申し上げます。 
敬具 

 
記 

 
１．バナー掲載場所 
 【TOP】→【協会員専用サイト TOP】→各種申請・届出【「貸金業法について」専用 
ページのリンクについて】 

 
２．バナーイメージ 
 （旧バナー）              （新バナー） 
 
 
 
３．変更期日 
 平成 23 年 5 月末日まで 
 
４．問い合わせ先 
 企画調査部 広報 CSR 課  担当：遠藤・円山 
 ℡：03-5739-3013  email：kouhou@j-fsa.jp 

以上 

http://www.0570-051-051.jp/

